
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、ス
ト
ー

ブ
な
ど
の
暖
房
器
具
を
使
用
す
る

機
会
が
増
え
、そ
の
取
扱
い
な
ど

に
起
因
す
る
火
災
が
増
加
す
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。

高
山
市
消
防
本
部
で
は
、運
動

期
間
中
、防
火
意
識
の
一
層
の
向

上
を
図
る
た
め
、防
火
パ
レ
ー
ド

や
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
宅
の
防

火
訪
問
な
ど
の
啓
発
活
動
を
行
い

ま
す
。

火
災
を
防
ぐ
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト

①
寝
た
ば
こ
は
絶
対
や
め
る
。

②
ス
ト
ー
ブ
は
、燃
え
や
す
い
も

の
か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用

す
る
。

③
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離

れ
る
時
は
必
ず
火
を
消
す
。

④
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住
宅

用
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

⑤
寝
具
、衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン

か
ら
の
火
災
を
防
ぐ
た
め
に
、

防
炎
品
を
使
用
す
る
。

⑥
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
住
宅
用
消
火
器
等
を
設

置
す
る
。

⑦
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
を
守
る
た
め
に
、隣
近
所
の

協
力
体
制
を
つ
く
る
。

設
置
し
ま
し
た
か
？

住
宅
用
火
災
警
報
器

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
猶

予
期
限
ま
で
あ
と
、７
カ
月
を
切

り
ま
し
た
が
、高
山
市
で
の
設
置

率
は
平
成
22
年
10
月
１
日
現
在
で

39・１
％
と
、全
国
的
に
み
る
と
ま

だ
低
い
状
況
で
す（
全
国
の
推
計

普
及
率
58
・４
％
　
平
成
22
年
６

月
消
防
庁
）。

尊
い
命
や
大
切
な
財
産
を
守
る

た
め
、い
ち
早
く
設
置
し
、安
心
し

て
暮
ら
せ
る
ご
家
庭
を
築
き
ま
し

ょ
う
。ま
た
、設
置
し
た
ら
消
防
署

へ
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、障
が
い
者
や
高
齢
者
の

み
の
世
帯
の
設
置
に
適
用
で
き
る

給
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。購
入
前

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

住
宅
用
火
災
警
報
器

設
置
状
況
の
調
査

協
力
の
お
願
い

指
定
の
調
査
員
が
住
宅
用
火
災

警
報
器
の
届
出
書
が
消
防
署
に
提

出
さ
れ
て
い
な
い
ご
家
庭
を
訪
問

し
、ご
本
人
の
同
意
の
も
と
に
住

宅
用
火
災
警
報
器
の
調
査
や
説
明

を
行
い
ま
す
。ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。
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11
月
９
日
〜
15
日
／
秋
の
全
国
火
災
予
防
運
動

「
消
し
た
か
な
」

あ
な
た
を
守
る
合
言
葉

「
消
し
た
か
な
」

あ
な
た
を
守
る
合
言
葉

防火ポスターの部市長賞
小田文也さん（松倉中３年）

問
合
先
消
防
本
部
予
防
課

32-

３
０
２
７

●
火
災
予
防
作
品
展
示
／
11
月
８
〜
19
日・市
役
所（
高
山
校
区
入
選
作
品
）　
各
支
所（
支
所
校
区
出
展
作
品
）

市民と市長の対話集会地区名

上　宝

大　八

岩　滝

朝　日

丹生川

高　根

東

西

期日

11月16日㈫

11月24日㈬

11月29日㈪

12月 7日㈫

12月 8日㈬

12月 9日㈭

12月13日㈪

12月14日㈫

時間

19：00～

19：30～

19：00～

19：30～

19：00～

19：30～

19：00～

19：00～

※掲載以外の地区は、日程が決まり次第ご案内します。

会場

上宝支所

東山中学校第２体育館

岩滝公民館

燦燦朝日館

丹生川支所

高根公民館（高根支所）

市図書館「煥章館」

市役所地下大会議室

さんさん

11月中旬～12月中旬までの
対話集会日程

市長が直接地域へ伺い語り合います

市では、市長が地域へ伺い、市民のみなさんと
直接語り合う｢市民対話集会｣を開催します。
この取組みは、高山市の将来に向けたまちづく
り、市政全般の問題や地域が抱える課題などにつ
いて市民のみなさんから広くご意見やご提案を
いただき、市民と行政の協働による住みよいまち
づくりを進めていこうというものです。みなさん
からいただいたご意見やご提案は、  今後の施策や
事業に生かしていきたいと考えています。ぜひお
誘い合わせてご参加ください。

●あなたが主役。市民が参画するまちづくり

問合先 企画課　　35-3134


